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令和３年度末退職者に係る退職手当の事務処理について 

 

１ 令和３年度末退職者に係る「退職手当申立書」等提出期限 

   

区分 提出期限 

定 年 令和３年 ９月１７日（金） 

勧 奨 令和３年１２月１０日（金） 

臨時的任用職員・任期付職員 

（年度末任期満了予定者） 
令和４年 １月１４日（金） 

その他年度末退職予定者（自己都合等） 令和４年 １月１４日（金） 

 

 （注１）この通知において年度末退職者とは、３月１日から３月３１日までの間に退職予定の本採

 用職員、臨時的任用職員、任期付職員（短時間職員を除く。以下、この文書の「任期付職員」 

  とはフルタイムの任期付職員をさすものとします。）で、勤続期間が６月以上ある者をいいます。 

   ただし、傷病もしくは死亡による退職の場合は、６月未満も対象となります。なお、勤続期 

    間は、その月に１日でも在職していれば１日と数えます。 

     また、勤続期間には、臨時的任用職員・任期付職員期間や国又は他の公共団体（県、市町村

 等）の常勤の在職期間が１日も空かずに引き続いていて、かつ、退職手当が支給されていない 

    場合は、その期間も含まれます。 

     10/31 臨任発令       3/31 任期満了   

 

 （注２）再任用職員及び任期付短時間職員は退職手当支給対象外のため、書類提出は不要です。 

 （注３）提出期限以降に退職の申出があった場合や、臨時的任用職員・任期付職員で任期満了日を年

 度末とする発令があった場合（見込みも含む）は、速やかに教職員課に連絡し、書類を提出し

 てください。 

 （注４）申立書類を提出済の退職者について、急遽退職日や退職事由の変更が必要となった場合は、

 速やかに教職員課に連絡してください。 

 

２ 提出先 

  市町村立小・中・義務教育・特別支援学校        教職員課 県費事務担当 

  課所館、県立学校、川口市立高等学校        教職員課 総務・退職手当担当   

 

県費事務担当 総務・退職手当担当 

〒３３０－００７４ 

 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－６－５ 

 ＴＥＬ ０４８－８２５－００１０ 

 ＦＡＸ ０４８－８２５－００１３ 

 メール a6660-07@pref.saitama.lg.jp 

〒３３０－９３０１ 

 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

 ＴＥＬ ０４８－８３０－６６７０ 

 ＦＡＸ ０４８－８３０－４９５３ 

 メール a6660-04@pref.saitama.lg.jp 

    

   ※ 「退職手当申立書」、様式３「再就職申立書」、様式４「遺族申立書」、様式６「年度末退職 

     予定者一覧報告書」は、原則紙面で提出してください。 

   ※ その他の報告書等は、原則メールで提出してください。 

左の場合、勤続期間は 10 月～3 月で６月 
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３ 昨年度事務との変更点 

 

（１）臨時的任用職員・任期付職員の年度末退職⇒県内再採用による取下げ報告を不要とします。 

令和２年度末退職手当事務処理においては、勤続期間が６月以上の年度末退職予定の臨時的任用

職員・任期付職員は原則全員「退職手当申立書」を提出し、１日も空けずに引き続き埼玉県に再採

用されるもしくは退職手当が通算される国又は他の公共団体（県、市町村等）に再就職することに

なった場合に、様式２「退職手当申立取下報告書」を用いて、退職手当申立ての取下げ報告をする

こととしていました。 

これについて、令和３年度末退職手当事務処理においては、３月３１日に埼玉県を退職後、１日

も空けずに翌４月１日付けで埼玉県に常勤として再採用される予定となった者については、様式２

「退職手当申立取下報告書」による取下げ報告を不要とします。※ 

それに伴い、「退職手当申立書」に退職手当の申立てを取り下げることへの確認・同意項目を追加

しました。 

なお、３月３１日に埼玉県を退職後、退職手当が通算される国又は他の公共団体（県、市町村等）

に再就職することになった退職予定者に係る事務処理については、（２）を参照してください。 

 

 

     Ａ校 本県臨任       3/31 退職  4/1 採用       Ｂ校 本県臨任 

 

  

 

          様式２「退職手当申立取下報告書」の提出不要！！ 

 

※「退職手当申立書」については、令和２年度事務処理と同様に原則全員提出してください。 

 

（２）退職手当が通算される公務員等に再就職する場合、様式３「再就職申立書」を提出してください。 

令和２年度から臨時期任用職員の任期が３月３１日まで発令されるようになったことに伴い、埼

玉県を退職後１日も空けずに国又は他の公共団体（県、市町村等）に常勤として再就職し、退職手

当が通算になる（埼玉県では退職手当が支給されず、再就職先に引き継がれる）退職者が増えてい

ます。 

そこで、新たに様式３「再就職申立書」を作成しましたので、国又は他の公共団体（県、市町村

等）に再就職する予定の退職予定者は、作成・提出してください（本採用の自己都合退職者も含む）。

「退職手当申立書」に代えて提出する他、「退職手当申立書」を提出後に再就職の予定が決まった場

合は、退職手当申立ての取下げ報告も兼ねて提出することができます。 

作成方法については、退職手当申立要領（Ｒ３．８改正）の他、本通知「８ 様式３「再就職申

立書」作成上の注意」を参照してください。 

 

 

    Ａ校 本県臨任        3/31 退職  4/1 採用    Ｂ校 他県本採用 等 

 

  

   

                様式３「再就職申立書」を提出！！ 

 

間に１日も空いておらず、退職手当が通算になる 

間に１日も空いていない 
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（３）様式６「年度末退職予定者一覧報告書」によって、年度末退職者を一覧で報告してください。 

年度末退職者の把握のため、新たに様式６「年度末退職予定者一覧報告書」を作成しました。所

属長名で作成して提出してください。３月３１日に埼玉県を退職後、翌４月１日付けで埼玉県に本

採用される予定の者を報告対象に含みますが、本報告書で報告することにより、「退職手当申立書」

の提出の省略を可とします。これに伴い、改正前退職手当申立要領の様式３「退職手当申立書提出

省略者一覧」を廃止します。 

なお、作成及び提出については、退職手当申立要領（Ｒ３．８改正）の他、本通知「４ 様式６

「年度末退職予定者一覧報告書」の提出について」を参照してください。 

 

 

（４）その他 

  ・（１）（２）の変更に伴い、様式２「退職手当申立取下報告書」を一部修正しました。 

  ・様式１「内容変更報告書」について、提出期限を設けました。 

   詳しくは本通知「９ 提出後の報告」を参照してください。 

  ・臨時的任用職員・任期付職員の「退職手当申立書」の提出時期を変更しました。（１１月⇒１月） 

 

 

４ 様式６「年度末退職予定者一覧報告書」の提出について 

（１）概要 

３月中の退職予定者に係る「退職手当申立書」もしくは様式３「再就職申立書」を提出する際に

は、様式６「年度末退職予定者一覧報告書」を都度作成し、退職手当申立書類と併せて提出してく

ださい。なお、３月３１日に退職後翌４月１日に埼玉県に本採用予定の退職予定者（埼玉県本採用

試験合格者）については、本報告書で報告することにより、「退職手当申立書」の提出の省略を可と

します。 

 

 ○ 年度末退職予定者の提出書類別分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度末（３月１日～３月３１日）退職予定者 

埼玉県を退職後、１日も空

けずに国又は他の公共団体

（県、市町村等）に常勤と

して再就職する予定の者 

 

 

様式３「再就職申立書」 

埼玉県を３月３１日に退職

後、翌４月１日付けで埼玉県

に本採用される予定の者（埼

玉県本採用試験合格者） 

 

 

提出書類なし（省略） 

左記以外の者 

（臨時的任用職員・任期付

職員の年度末任期満了予定

者を含む） 

 

 

「退職手当申立書」 

全て様式６「年度末退職予定者一覧報告書」で報告 
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（２）作成及び提出上の注意 

 ア 年度末退職予定者に係る退職手当申立書類の提出が複数にわたる場合には、その都度１部作成し 

  て提出してください。報告回数及び当該報告書で報告する人数を入力してください（報告済の人数 

  は含みません）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＋             ＋              ＋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ ４月１日の再就職予定の有無について、必ず退職予定者に確認して入力してください。「有」を選 

  択した場合、その詳細（他自治体名、職名、採用区分）を入力し、「退職手当申立書」ではなく、様 

  式３「再就職申立書」を作成して提出してください。 

 ウ 提出書類をプルダウンから選択してください。提出時は、様式６「年度末退職予定者一覧報告書」 

  及び、当該報告書に入力した年度末退職者の申立書類をあわせて提出することになります。 

 

  【提出イメージ】 

 

                    ＋               ・・・ 

 

 

 

 エ 前歴の有無について、退職予定者に必ず確認して入力してください。前歴とは、埼玉県に本採用 

  される前の臨時的任用職員・任期付職員期間及び国又は他の公共団体（県、市町村等）に常勤とし 

  て勤めていた期間のうち、退職後１日も空けずに埼玉県に採用されており、その期間について退職 

  手当の支給を受けていないものをいいます。前歴の確認について、詳しくは本通知「６ 前歴の確 

  認について」を参照してください。 

   前歴「有」を選択した場合、その詳細（他自治体名、職名、採用区分、採用日、退職日）を入力 

  してください。引く続く前歴が複数ある時、採用日は最初の採用年月日を入力してください。 

 オ 様式下部の注意書きをよく読んで作成してください。 

 

退
職
者
Ｂ
の
様
式
３

「
再
就
職
申
立
書
」 

退
職
者
Ａ
の
「
退
職

手
当
申
立
書
」
＋
添

付
書
類 

 

 

①定年退職者の「退職手当

申立書」を提出（３名） 

様
式
６
「
年
度
末
退

職
予
定
者
一
覧
報
告

書
」（
Ａ
、
Ｂ
・
・
・
） 

 

 

②勧奨退職者の「退職手当

申立書」を提出（２名） 

③臨時的任用職員・任期付

職員（年度末任期満了予定

者）及び自己都合退職者の 

・「退職手当申立書」 

・様式３「再就職申立書」 

・本採用試験合格により 

 書類提出なし（省略）※ 

を提出・報告（７名） 

様式６「年度末退職予定者

一覧報告書」（２回目・２名） 

 

 

・「退職手当申立書」 

様式６「年度末退職予定者

一覧報告書」（３回目・７名） 

 

 

・「退職手当申立書」 
年度末退職予定者に係る書類を提出する度に作成して提出 

※本採用試験合格による書類提出省略者しかいない場合にも作成して提出してください。 

様式６「年度末退職予定者

一覧報告書」（１回目・３名） 

 

 

・「退職手当申立書」 
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５ 「退職手当申立書」作成上の注意 

（１）「退職手当申立書」の様式について 

令和３年８月１６日付け教職第６４３－２，３号「退職手当申立要領の改正について（通知）」に

よって様式が一部変更になっています。必ず変更後の様式を使用してください。 

    

（２）「退職手当申立書」の内容確認について（※別紙チェックリスト及び記入例を参照） 

 ア 所属長は、「退職手当申立書」の記載内容について、履歴書等と照合して誤りがないか、「退職手

当申立要領」に定める所定の方法で漏れなく入力されているか、必要な書類が添付されているかを

十分精査した上で提出してください。 

 イ 確認の結果、誤りがない場合には、「退職手当申立書」に所属コードを記入してください。 

   ゴム印用の所属名・所属コード欄を用意しました。どちらを使用しても構いません。 

 

（３）「退職手当申立書」入力について（※別紙チェックリスト及び記入例を参照） 

 ア 退職者本人が入力（記入）してください。 

 イ 確認・同意事項(1)(2)について確認し、「未確認」を「確認」に変更してください。 

  （確認・同意項目欄を「確認」に変更しないと、申立事項欄の網掛がとれません。） 

確認・同意事項(2)は、３月３１日に埼玉県を退職後、１日も空けずに翌４月１日付けで埼玉県に

常勤として再採用される予定となった者について、様式２「退職手当申立取下報告書」による取下

げ報告を不要とするための項目です。特に臨時的任用職員・任期付職員の年度末任期満了予定者に

対して、必ず内容を確認するよう周知してください。 

 ウ 申立書の住所欄は、様式５「退職手当裁定通知書」の送付先となるので、転居の予定がある場合

には、転居先等の住所を記入してください。申立書の提出後、転居が判明した場合には、様式１「退

職手当申立書内容変更報告書」により所定の手続を行ってください。 

   急に転居したなどのやむを得ない場合は、郵便局で転送の手続を行うよう周知してください。 

   送付される様式５「退職手当裁定通知書」には、退職所得の源泉徴収票が付属しているため、大

切に保管するよう周知してください。 

 エ 申立書の提出後に退職日に変更が生じた場合については、速やかに様式１「退職手当申立書内容

変更報告書」及び加筆・修正後の履歴書の写し（又は人事異動通知書の写し）もしくは様式２「退

職手当申立取下報告書」を提出してください。詳しくは本通知「９ 提出後の報告」を参照してく

ださい。 

 オ 休職・育休・停職等の期間について 

   在職中に休職等の期間がある者については、その事由を確認し、「退職手当申立書の休職・育休・

停職等の期間」の欄に正しいコードを入力してください。 

    （例） ア 病気等による休職    ・・・・ コード  ０１ 

        イ 組合専従による休職   ・・・・ コード  ０２ 

        ウ 育児短時間勤務     ・・・・ コード  ０３ 

        エ 育児休業        ・・・・ コード  ０６ 

        オ 公務上の傷病による休職 ・・・・ コード  ０９ 

        カ 配偶者同行休業     ・・・・ コード  １１ 

   また、育児休業を取得している場合は、当該育児休業期間に係る子の生年月日を必ず入力してく

ださい。 

 カ 退職手当受領方法は、給与第一口座からその他口座のうち任意のものを必ず一つプルダウンから

選択してください。 
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 キ 採用年月日・退職年月日・生年月日などは必ず西暦８桁で入力してください。和暦では入力でき

ません。 

  （退職手当申立書ファイルに和暦・西暦早見表を添付してあります。御活用ください。） 

 

（４）「退職手当申立書」の印字・提出枚数 

  市町村立小・中・義務教育・特別支援学校        ４枚（内１枚所属控え） 

  課所館・県立学校、川口市立高等学校        ３枚（内１枚所属控え） 

 

６ 前歴の確認について 

（１）前歴及び採用日の考え方 

退職手当上の前歴とは、埼玉県に本採用される前の臨時的任用職員・任期付職員期間及び国又は

他の公共団体（県、市町村等）に常勤として勤めていた期間のうち、退職後１日も空けずに埼玉県

に採用されており、その期間について退職手当の支給を受けていないものをいいます。 

埼玉県に採用される前に引き続く前歴がある場合、その前歴の採用年月日が退職手当上の採用日

となります（引き続く前歴が複数ある場合は、その最初の採用年月日）。 

 

 

 

 例１）  埼玉県臨任・任期付常勤     退職  採用          埼玉県常勤 

 

 例２）  国又は他の公共団体常勤     退職  採用          埼玉県常勤 

 

 

   採用日        前歴 

 

（２）前歴の確認方法（履歴書に記載のない前歴について） 

前歴の有無については、履歴書を用いて確認する他、必ず退職者本人への聞き取りを行ってくだ

さい。 

特に、県教育局課所館及び県立学校の臨時的任用職員・任期付職員については、人事担当課から

送付される履歴書に、埼玉県に採用される前の国又は他の公共団体（県、市町村等）での前歴につ

いて、記載されていない場合があります。 

もし、人事担当課から送付される履歴書に記載のない国又は他の公共団体（県・市町村等）での

前歴（１日も空かずに引き続くもの）がある場合は、その期間の履歴について確認できる履歴書も

しくは人事発令書等の写しを添付してください。 

 

（２）前歴の申立・報告 

確認の結果、前歴があった退職者については、「退職手当申立書」の採用日を前歴の採用年月日と

してください。また、様式６「年度末退職予定者一覧報告書」で前歴について報告してください。 

なお、国又は他の公共団体（県、市町村等）で常勤として勤めた期間で、１日も空かずに埼玉県

に引き続いているものであっても、その期間について既に退職手当の支給を受けている場合は、今

回の退職手当の勤続期間には含みません。国又は他の公共団体（県、市町村等）での退職手当の支

給有無については教職員課で確認しますので、退職手当の支給有無について不明の場合は、採用日

は前歴の採用年月日としてください。 

 

間に１日も空いておらず、退職手当が支給されていない 
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７ 「退職手当申立書」添付書類について 

（１）「退職所得の受給に関する申告書」（※記入例及びチェックリスト参照） 

  ア Ａ欄までは、必ず記入してください 

    （「税務署長名」、「市町村長名」、「その年の１月１日現在の住所」、「退職の区分等」も忘れずに

記入してください）。 

  イ Ｂ欄以下については、該当者は必ず記入してください。 

  ウ マイナンバー（個人番号）については、記入しないでください。 

 

（２）「通帳の写し」 

  給与振込口座以外の口座を指定する場合は、通帳の写し（金融機関名、支店名、店番号、口座番号、

カタカナ名義が分かる部分）を必ず添付してください（Ａ４判）。 

  給与振込口座を指定する場合には、通帳の写しは不要です。 

 

（３）「診断書」、「観察報告書」（傷病退職の場合） 

  ア 職員の退職手当に関する条例（以下「条例」という。）第３条第２項における傷病に該当する場

合に提出するものです。該当する可能性がある場合、早い段階で事前に御連絡ください。 

  イ 観察報告書及び診断書の様式はＢ４判に拡大してください。 

 

（４）提出に際しての注意 

書類の順序は、「退職手当申立要領」の「４ 添付書類」に記載された順とし、退職者ごとに左上

１か所をホチキス等で綴じてください。 

 

  （例）①申立書※１→②履歴書（写）※２→③退職所得の受給に関する申告書→④通帳（写）（Ａ４判） 

     

    ※１ 「退職手当申立書」は１枚を所属で保管し、市町村立小・中・義務教育・特別支援学校 

      なら３枚、課所館・県立学校、川口市立高等学校なら２枚を教職員課に提出してください。 

    ※２ 課所館・県立学校、川口市立高等学校については、履歴書（写）の添付は不要です。 

       ただし、人事担当課から送付される履歴書に記載のない国又は他の公共団体（県・市町 

      村等）での前歴がある場合は、その期間の履歴について確認できる履歴書もしくは人事発 

      令書等の写しを添付してください。 

 

８ 様式３「再就職申立書」作成上の注意 

（１）概要 

埼玉県を退職後、1日も空けずに国又は他の公共団体（県、市町村等）に常勤として再就職するこ

とにより退職手当上の勤続期間が通算され、埼玉県退職時に退職手当が支給されない者は、様式３

「再就職申立書」を提出してください。 

なお、他の公共団体（県、市町村等）によっては、退職手当の通算規定がなく、勤続期間が通算

されないことがあります。退職手当の通算について不明の場合は、極力採用先の募集要項や案内等

で確認してから提出してください。 

 

    Ａ校 本県臨任        3/31 退職  4/1 採用   Ｂ校 東京都本採用 等 

 

 

 
この場合、間に１日も空いていないが、退職手当は埼玉県で支給する 

退職手当の通算規定がない 
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（２）作成（入力）方法について 

  ア 採用先、職名、採用区分について、できるだけ詳細に記入してください。 

  イ 採用予定年月日を記入してください。採用予定年月日は、必ず埼玉県を退職した翌日です。 

    （１日でも間が空けば、退職手当は通算されません。「退職手当申立書」を提出してください）。 

  ウ 「退職手当申立書」の提出有無及び「退職手当申立書」の提出日について記入してください。 

    申立書類の提出期限（本通知「１ 令和３年度末退職者に係る「退職手当申立書」等提出期限」 

   参照）後に国又は他の公共団体（県、市町村等）に再就職する予定となった場合、様式３「再就 

   職申立書」を提出することで、提出済の「退職手当申立書」を取り下げることができます。 

（３）提出期限 

   原則「退職手当申立書」と同様とします。 

   期限後に再就職が決まった場合は、速やかに教職員課連絡し、提出してください。 

 

９ 提出後の報告について 

（１）様式１「内容変更報告書」による報告 

  ア 「退職手当申立書」を提出した退職予定者について、次の事由が生じたときは、速やかに様式 

   １「退職手当申立書内容変更報告書」により報告してください。 

  （ア） 氏名を変更した場合 ※申立書と銀行口座の氏名は一致させてください。 

  （イ） 住所を変更した場合 

  （ウ） 口座を変更した場合 

  （エ） 新たに育児休業や休職等になる（更新、予定より早く復帰等を含む。）ことが決定した場合 

  （オ） 退職日に変更が生じた場合 

  （カ） その他記載内容に修正・変更が生じた場合 

   ※ 休職等や退職日の変更の場合は、最新の履歴書もしくは辞令の写しも提出してください。 

  イ 様式１「内容変更報告書」の提出期限 

    ・上記（ウ）口座を変更した場合・・・令和４年１月３１日まで 

    ・それ以外          ・・・令和４年３月３１日まで 

  ウ 提出方法 

    原則メールとします。 

 

（２）様式２「退職手当申立取下げ報告書」による報告 

  ア 「退職手当申立書」を提出している者について、申立書の取下が必要になった場合は、速やか 

   に様式２「退職手当申立取下報告書」により報告してください。 

  （ア） 退職をとりやめる場合 

  （イ） 臨時的任用職員・任期付職員等の退職予定者で、退職予定年月日が変更となったことによ

り、直近の退職手当支給対象者ではなくなった場合。※ 

  （ウ） その他（申立取下報告書が必要かどうか不明な場合は教職員課へお問合せください。） 

   ※ ３月３１日に退職後 1日も空けずに翌４月１日付けで埼玉県に常勤として再採用される予定 

    となった者については、報告不要です。任期の短縮・延長等によって退職日が変更となった場 

    合のみ報告してください。 

  イ 提出期限 

    令和４年３月２５日（金） 

    やむを得ず提出が上記期限後になる場合は、速やかに教職員課に連絡してください。 

  ウ 提出方法 

    原則メールとします。 
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１０ 退職手当の通算に係る具体例 

 

 

  ○ 退職手当が支給されない場合① 

   Ａ校からＢ校に１日も空かずに採用された場合には、Ａ校退職時は退職手当が支給されません。 

 

 

     Ａ校 本県臨任   Ｂ校   本県本採用（または臨任） 

 

   ※引き続いて採用されるかどうか、必ず確認してください。 

   

  ○ 退職手当が支給されない場合② 

   Ａ校を退職後１日も空かずに退職手当が通算される国又は他の公共団体（県、市町村等）に 

   再就職した場合には、Ａ校退職時は退職手当が支給されません。 

 

 

     Ａ校 本県臨任   Ｂ校   他県本採用（または臨任） 

 

   ※引き続いて採用されるかどうか、必ず確認してください。 

   

 

  ○ 退職手当が支給される場合① 

   たとえ同一校で採用されていたとしても、１日空いた時点で、退職手当が支給されます。 

 

 

     Ａ校 臨任 Ａ校 臨任更新      Ａ校 本県本採用（または臨任） 

 

                    １日以上空く 

 

  ○ 退職手当が支給される場合② 

   Ａ校を退職後１日も空かずに他の公共団体（県、市町村等）に再就職した場合でも、 

   再就職先に退職手当の通算規定がない場合には、本県で退職手当が支給されます。 

 

 

 

     Ａ校 本県本採用（または臨任）   Ｂ校 東京都本採用※など 

 

   ※ 東京都（教育委員会含む）には退職手当の通算規定がありません（東京都退職⇒埼玉県 

    採用の場合は通算されます）。埼玉県を退職後東京都に再就職予定の方は、様式３「再就職 

    申立書」ではなく、「退職手当申立書」を提出してください。なお、東京都内の区役所・市 

    役所・町役場等では、退職手当が通算されることがあります。再就職先に確認してください。 

 

 

 

支給しない 

支 給 

支 給 

退職手当の通算規定なし 

支給しない 

退職手当の通算規定あり 



10 

 

７ 臨時的任用職員及び任期付職員の退職手当の取扱いについて 

令和３年度末退職手当の事務処理においても、令和２年度と同様に、勤続期間が６月以上の年度末

退職予定の臨時的任用職員・任期付職員は原則全員「退職手当申立書」（もしくは様式３「再就職申立

書」）を提出してください（埼玉県本採用試験に合格しており、３月３１日に退職後翌４月１日から埼

玉県に本採用される予定の者を除く）。 

これは、退職手当の事務処理上の理由から提出をお願いしているものであり、「退職手当申立書」の

提出は次年度の任用や人事についての影響はなく、退職手当の事務処理についてのみ使用します。提

出の趣旨を御理解のうえ、御提出していただくようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 


